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三木町教育委員会告示第17号 

 

三木町立学校の学校栄養職員及び事務職員の勤務時間等に関する規程の一部を改正する規程をここ

に公布する。 

 

令和７年10月１日 

                     三木町教育委員会教育長 

                             

 

三木町教育委員会規程第１号 

 

三木町立学校の学校栄養職員及び事務職員の勤務時間等に関する規程の一部を改正する規程 

 

三木町立学校の学校栄養職員及び事務職員の勤務時間等に関する規程（昭和53年三木町教育委員会

教育長訓令第１号）の一部を次のように改正する。 

第２条中「別表を標準として」を削る。 

第４条第１項中「あらかじめ日曜日」を「あらかじめ規則第３条に規定する週休日の両日又はどち

らか１日」に改め、「勤務を要する日」の次に「（以下「要勤務日」という。）」を加え、「当該日

曜日」を「当該要勤務日」に改め、「月曜日から金曜日までの日」を「職員の勤務時間、休暇等に関

する条例（平成７年香川県条例第９号）に規定する勤務日」に改める。 

第４条第２項中「日曜日」を「要勤務日」に、「１週間」を「週」に、「６日間」を「勤務日及び

要勤務日」に改める。 

 別表を削る。 

別記様式を削る。 

   附 則 

 この規程は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 


